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Ｍ-28 歯冠形成から装着 

 

《令和３年９月７日新規》 

 

 

○ 取扱い 

原則として、実日数 1日でレジンインレーに係る「Ｍ００１ 歯冠形成 

３ 窩洞形成」から装着までの一連の費用の算定を認める。 

 

○ 取扱いの根拠 

レジンインレーは、印象採得後に鋳造等の技工操作が発生しないことか

ら、実日数１日で窩洞形成から装着まで行うことが臨床上あり得るものと

考えられる。 


